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「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」の内容の一部読み替え

について 

 ２０１８年４月２日付、２０１８埋計発第２号にて届け出ました弊社「濃縮・埋設

事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」につきましては、社内組織変更によ

る役職名称等の変更に伴い、添付資料のとおり読み替えますのでご連絡いたします。 

添付資料 

 「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表 

以 上



「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表（ 1 / 8 ） 

現 行 読み替え後 理 由 

第２章 原子力災害予防対策 

（略） 

第２節 防災活動に使用する施設及び設備の整備 

（略） 

２．全社対策本部室 

（１）安全・品質本部安全推進部長は、全社対策本部室及び代替場所を定め、常に使用可能

な状態に整備する。 

（２）安全・品質本部安全推進部長は、別表６に定める施設が維持されていることを確認す

る。 

（３）青森総合本部長は、全社対策本部青森班の活動拠点として対策本部室の場所を定め、

常に使用可能な状態に整備する。 

（４）東京支社長は、全社対策本部東京班の活動拠点として対策本部室の場所を定め、常に

使用可能な状態に整備する。 

（略） 

５．除染施設、応急処置施設 

安全管理部長及び経営本部人事部長は、別図 11 に示す除染施設及び応急処置施設を常

に使用可能な状態に整備する。 

６．気象観測設備 

（１）安全管理部長は、別図 11 に示す気象観測設備に関して、定期的に点検を行い、常に

使用可能な状態に整備する。また、不具合を認めた場合は速やかに修理する。 

（２）安全管理部長は、気象観測設備により観測したデータを１年間保存する。 

７．放送装置 

地域・業務本部総務部長及び低レベル放射性廃棄物埋設センター長は、事業所の構内放

送装置を常に使用可能な状態に整備し、不具合を認めた場合は速やかに修理する。 

第２章 原子力災害予防対策 

（略） 

第２節 防災活動に使用する施設及び設備の整備 

（略） 

２．全社対策本部室 

（１）安全・品質本部安全推進部長は、全社対策本部室及び代替場所を定め、常に使用可能

な状態に整備する。 

（２）安全・品質本部安全推進部長は、別表６に定める施設が維持されていることを確認す

る。 

（３）青森地域共生本社代表は、全社対策本部青森班の活動拠点として対策本部室の場所を

定め、常に使用可能な状態に整備する。 

（４）東京支社長は、全社対策本部東京班の活動拠点として対策本部室の場所を定め、常に

使用可能な状態に整備する。 

（略） 

５．除染施設、応急処置施設 

安全管理部長及び業務推進本部人事部長は、別図 11 に示す除染施設及び応急処置施設

を常に使用可能な状態に整備する。 

６．気象観測設備 

（１）安全管理部長は、別図 11 に示す気象観測設備に関して、定期的に点検を行い、常に

使用可能な状態に整備する。また、不具合を認めた場合は速やかに修理する。 

（２）安全管理部長は、気象観測設備により観測したデータを１年間保存する。 

７．放送装置 

業務推進本部総務部長及び低レベル放射性廃棄物埋設センター長は、事業所の構内放送

装置を常に使用可能な状態に整備し、不具合を認めた場合は速やかに修理する。 

役職名の変更による

読み替え 

役職名の変更による

読み替え 

役職名の変更による

読み替え 



「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表（ 2 / 8 ） 

現 行 読み替え後 理 由 

第３節 放射線測定設備その他必要な資機材の整備 

（略） 

２．原子力防災資機材等 

（１）原子力防災資機材 

ａ．地域・業務本部総務部長、経営本部人事部長、低レベル放射性廃棄物埋設センター

長、安全管理部長、再処理事業部防災管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、

別表７に示す原子力防災資機材に関して次の措置を講じる。 

（ａ）必要数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態

に整備する。 

なお、非常用通信機器については、連絡先又は連絡先の番号に変更があった場

合、これを更新し、常に使用可能な状態にする。 

（ｂ）不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより

必要数量を確保する。 

ｂ．社長は、原子力防災資機材を備え付けたときは、様式５に定める届出書により、内

閣総理大臣、原子力規制委員会、青森県知事及び六ヶ所村長に届け出る。また、毎年

９月 30 日における原子力防災資機材の備え付けの現況を翌月７日までに同様式の届

出書により届け出る。 

（２）その他の防災資機材 

ａ．地域・業務本部総務部長、経営本部人事部長、濃縮事業部ウラン濃縮工場濃縮運転

部長及び低レベル放射性廃棄物埋設センター長は、別表８に示すその他の防災資機材

に関して、必要な数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能

な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要

数量を確保する。 

（３）全社におけるその他原子力防災関連資機材等の整備 

ａ．安全・品質本部安全推進部長は、別表９に示す全社対策本部室の原子力防災関連資

機材及び別表 10 に示す原子力事業所災害対策支援拠点のその他の防災資機材を確保

するとともに、定期的な保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要

数量を確保する。 

第３節 放射線測定設備その他必要な資機材の整備 

（略） 

２．原子力防災資機材等 

（１）原子力防災資機材 

ａ．業務推進本部総務部長、業務推進本部人事部長、低レベル放射性廃棄物埋設センタ

ー長、安全管理部長、再処理事業部防災管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、

別表７に示す原子力防災資機材に関して次の措置を講じる。 

（ａ）必要数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可能な状態

に整備する。 

なお、非常用通信機器については、連絡先又は連絡先の番号に変更があった場

合、これを更新し、常に使用可能な状態にする。 

（ｂ）不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより

必要数量を確保する。 

ｂ．社長は、原子力防災資機材を備え付けたときは、様式５に定める届出書により、内

閣総理大臣、原子力規制委員会、青森県知事及び六ヶ所村長に届け出る。また、毎年

９月 30 日における原子力防災資機材の備え付けの現況を翌月７日までに同様式の届

出書により届け出る。 

（２）その他の防災資機材 

ａ．業務推進本部総務部長、業務推進本部人事部長、濃縮事業部ウラン濃縮工場濃縮運

転部長及び低レベル放射性廃棄物埋設センター長は、別表８に示すその他の防災資機

材に関して、必要な数量を確保するとともに、定期的に保守点検を行い、常に使用可

能な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要

数量を確保する。 

（３）全社におけるその他原子力防災関連資機材等の整備 

ａ．安全・品質本部安全推進部長は、別表９に示す全社対策本部室の原子力防災関連資

機材及び別表 10 に示す原子力事業所災害対策支援拠点のその他の防災資機材を確保

するとともに、定期的な保守点検を行い、常に使用可能な状態に整備する。 

ｂ．不具合を認めた場合は、速やかに修理するか又は代替品を補充することにより必要

数量を確保する。 

役職名の変更による

読み替え 

役職名の変更による

読み替え 



「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表（ 3 / 8 ） 

現 行 読み替え後 理 由 

第４節 原子力防災活動に必要な資料の整備 

１．緊急時対策所、全社対策本部室等に備え付ける資料 

安全・品質本部環境管理センター長、経営本部人事部長、低レベル放射性廃棄物埋設セ

ンター長、安全管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、別表 11 に定める原子力防

災活動で使用する資料を緊急時対策所に備え付ける。また、全社対策本部室及び原子力事

業所災害対策支援拠点に備え付ける資料については、安全・品質本部安全推進部長に送付

する。 

安全・品質本部安全推進部長は、送付された資料を全社対策本部室に備え付ける。 

なお、安全・品質本部環境管理センター長、経営本部人事部長、低レベル放射性廃棄物

埋設センター長、安全管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、これらの資料につい

て定期的に見直しを行う。 

２．緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料 

社長は、別表 11 に定める資料を緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセン

ター」という。）に備え付けるため、内閣総理大臣に提出する。また、これらの資料につ

いて定期的に見直しを行う。 

３．オフサイトセンター（事業者ブース）に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、オフサイトセンター事業者ブースにおいて使用する資料を、別表

11 のとおり備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。 

なお、オフサイトセンター事業者ブースに備え付ける資料には、内閣総理大臣に提出す

る資料を含めることとする。 

４．原子力規制庁緊急時対応センター（事業者ブース）に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、原子力規制庁緊急時対応センター事業者ブースにおいて使用する

資料を、別表 11 のとおり備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行

う。 

第４節 原子力防災活動に必要な資料の整備 

１．緊急時対策所、全社対策本部室等に備え付ける資料 

安全・品質本部環境管理センター長、業務推進本部人事部長、低レベル放射性廃棄物埋

設センター長、安全管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、別表 11 に定める原子

力防災活動で使用する資料を緊急時対策所に備え付ける。また、全社対策本部室及び原子

力事業所災害対策支援拠点に備え付ける資料については、安全・品質本部安全推進部長に

送付する。 

安全・品質本部安全推進部長は、送付された資料を全社対策本部室に備え付ける。 

なお、安全・品質本部環境管理センター長、業務推進本部人事部長、低レベル放射性廃

棄物埋設センター長、安全管理部長及び安全・品質本部安全推進部長は、これらの資料に

ついて定期的に見直しを行う。 

２．緊急事態応急対策等拠点施設に備え付ける資料 

社長は、別表 11 に定める資料を緊急事態応急対策等拠点施設（以下「オフサイトセン

ター」という。）に備え付けるため、内閣総理大臣に提出する。また、これらの資料につ

いて定期的に見直しを行う。 

３．オフサイトセンター（事業者ブース）に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、オフサイトセンター事業者ブースにおいて使用する資料を、別表

11 のとおり備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行う。 

なお、オフサイトセンター事業者ブースに備え付ける資料には、内閣総理大臣に提出す

る資料を含めることとする。 

４．原子力規制庁緊急時対応センター（事業者ブース）に備え付ける資料 

原子力防災管理者は、原子力規制庁緊急時対応センター事業者ブースにおいて使用する

資料を、別表 11 のとおり備え付ける。また、これらの資料について定期的に見直しを行

う。 

役職名の変更による

読み替え 

役職名の変更による

読み替え 



「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表（ 4 / 8 ） 

現 行 読み替え後 理 由 

第３章 警戒態勢発令時の措置 

（略） 

第２節 警戒態勢の発令及び解除 

１．事業部対策本部

（１）原子力防災管理者は、前節第１項の連絡を行うときは、別図８に従い直ちに警戒態勢

を事業所に発令する。

（２）原子力防災管理者は、警戒態勢を発令したときは、構内放送又は緊急連絡網等を使用

し、原子力防災要員等を緊急時対策所に招集し、事業部対策本部を設置する。

（３）原子力防災管理者は、警戒態勢を発令したときは、直ちに、社長、濃縮事業部長及び

再処理事業部長へその旨を連絡するとともに、濃縮事業部長及び再処理事業部長には同

事業部の原子力防災要員等の待機を要請する。

（４）原子力防災管理者は、警戒態勢発令後は事業部対策本部長となり、緊急時対策活動を

掌握してその職務を遂行する。

（５）事業部対策本部長は、災害対策の進行状況により、通常の組織で対応可能と判断した

場合、全社対策本部長に報告し、警戒態勢を解除する。

２．全社対策本部 

（１）社長は、原子力防災管理者から事業所における警戒態勢発令の連絡を受けたときは、

全社対策本部における警戒態勢を発令する。 

（２）社長は、警戒態勢を発令したときは、社内放送又は緊急連絡網等を使用し全社対策本

部の要員を全社対策本部室に招集し、全社対策本部を設置する。 

青森総合本部長は、社長からの警戒態勢発令を受け、要員を招集し全社対策本部青森

班を青森総合本部内に設置する。 

東京支社長は、社長からの警戒態勢発令を受け、要員を招集し全社対策本部東京班を

東京支社内に設置する。 

（３）社長は、警戒態勢発令後は全社対策本部長となり、緊急時対策活動を掌握してその職

務を遂行するとともに、必要に応じ全社活動方針を示す。 

（４）全社対策本部は、社外連絡等の緊急時対策活動を実施するとともに、事業所において

実施される緊急時対策活動を支援する。 

（５）社長が事故その他の理由によって不在の場合は、あらかじめ指名された役員が緊急時

に係る職務を代行する。 

（６）全社対策本部長は、事業部の警戒態勢が解除された場合、全社対策本部における警戒

態勢を解除する。 

第３章 警戒態勢発令時の措置 

（略） 

第２節 警戒態勢の発令及び解除 

１．事業部対策本部

（１）原子力防災管理者は、前節第１項の連絡を行うときは、別図８に従い直ちに警戒態勢

を事業所に発令する。

（２）原子力防災管理者は、警戒態勢を発令したときは、構内放送又は緊急連絡網等を使用

し、原子力防災要員等を緊急時対策所に招集し、事業部対策本部を設置する。

（３）原子力防災管理者は、警戒態勢を発令したときは、直ちに、社長、濃縮事業部長及び

再処理事業部長へその旨を連絡するとともに、濃縮事業部長及び再処理事業部長には同

事業部の原子力防災要員等の待機を要請する。

（４）原子力防災管理者は、警戒態勢発令後は事業部対策本部長となり、緊急時対策活動を

掌握してその職務を遂行する。

（５）事業部対策本部長は、災害対策の進行状況により、通常の組織で対応可能と判断した

場合、全社対策本部長に報告し、警戒態勢を解除する。

２．全社対策本部 

（１）社長は、原子力防災管理者から事業所における警戒態勢発令の連絡を受けたときは、

全社対策本部における警戒態勢を発令する。 

（２）社長は、警戒態勢を発令したときは、社内放送又は緊急連絡網等を使用し全社対策本

部の要員を全社対策本部室に招集し、全社対策本部を設置する。 

青森地域共生本社代表は、社長からの警戒態勢発令を受け、要員を招集し全社対策本

部青森班を青森地域共生本社内に設置する。 

東京支社長は、社長からの警戒態勢発令を受け、要員を招集し全社対策本部東京班を

東京支社内に設置する。 

（３）社長は、警戒態勢発令後は全社対策本部長となり、緊急時対策活動を掌握してその職

務を遂行するとともに、必要に応じ全社活動方針を示す。 

（４）全社対策本部は、社外連絡等の緊急時対策活動を実施するとともに、事業所において

実施される緊急時対策活動を支援する。 

（５）社長が事故その他の理由によって不在の場合は、あらかじめ指名された役員が緊急時

に係る職務を代行する。 

（６）全社対策本部長は、事業部の警戒態勢が解除された場合、全社対策本部における警戒

態勢を解除する。 

役職名の変更による

読み替え 

組織名称の変更によ

る読み替え 



「濃縮・埋設事業所 埋設事業部 原子力事業者防災業務計画」読み替え表（ 5 / 8 ） 

現 行 読み替え後 理 由 

第４章 第１次緊急時態勢発令時の措置 

（略） 

第２節 第１次緊急時態勢の発令 

１．対策本部の設置 

（１）事業部対策本部 

ａ．原子力防災管理者は、前節第１項の通報を行うときは、別図８に従い直ちに第１次

緊急時態勢を事業所に発令する。 

ｂ．原子力防災管理者は、第１次緊急時態勢を発令したときは、構内放送又は緊急連絡

網等を使用し、原子力防災要員等を緊急時対策所に招集し、事業部対策本部を設置す

る。 

ｃ．事業部対策本部設置後は、原子力防災管理者が事業部対策本部長となりその職務を

遂行する。 

ｄ．原子力防災管理者は、第１次緊急時態勢を発令したときは、直ちに、社長、濃縮事

業部長及び再処理事業部長へその旨を連絡するとともに、濃縮事業部長及び再処理事

業部長には同事業部の原子力防災要員等の待機を要請する。 

（２）全社対策本部 

ａ．社長は、原子力防災管理者から事業所における第１次緊急時態勢発令の連絡を受け

たときは、直ちに第１次緊急時態勢を全社（発災事業所を除く。）に発令する。 

ｂ．社長は、第１次緊急時態勢を発令したときは、社内放送又は緊急連絡網等を使用し

全社対策本部の要員を全社対策本部室に招集し、全社対策本部を設置する。 

青森総合本部長は、社長からの第１次緊急時態勢発令を受け、要員を招集し全社

対策本部青森班を青森総合本部内に設置する。 

東京支社長は、社長からの第１次緊急時態勢発令を受け、要員を招集し全社対策

本部東京班を東京支社内に設置する。 

ｃ．社長は、第１次緊急時態勢発令後は全社対策本部長となり、緊急時対策活動を掌握

してその職務を遂行するとともに、必要に応じ全社活動方針を示す。 

ｄ．全社対策本部は、社外連絡等の緊急時対策活動を実施するとともに事業所において

実施される緊急時対策活動を支援する。 

ｅ．社長が事故その他の理由によって不在の場合は、あらかじめ指名された役員が緊急

時に係る職務を代行する。 

第４章 第１次緊急時態勢発令時の措置 

（略） 

第２節 第１次緊急時態勢の発令 

１．対策本部の設置 

（１）事業部対策本部 

ａ．原子力防災管理者は、前節第１項の通報を行うときは、別図８に従い直ちに第１次

緊急時態勢を事業所に発令する。 

ｂ．原子力防災管理者は、第１次緊急時態勢を発令したときは、構内放送又は緊急連絡

網等を使用し、原子力防災要員等を緊急時対策所に招集し、事業部対策本部を設置す

る。 

ｃ．事業部対策本部設置後は、原子力防災管理者が事業部対策本部長となりその職務を

遂行する。 

ｄ．原子力防災管理者は、第１次緊急時態勢を発令したときは、直ちに、社長、濃縮事

業部長及び再処理事業部長へその旨を連絡するとともに、濃縮事業部長及び再処理事

業部長には同事業部の原子力防災要員等の待機を要請する。 

（２）全社対策本部 

ａ．社長は、原子力防災管理者から事業所における第１次緊急時態勢発令の連絡を受け

たときは、直ちに第１次緊急時態勢を全社（発災事業所を除く。）に発令する。 

ｂ．社長は、第１次緊急時態勢を発令したときは、社内放送又は緊急連絡網等を使用し

全社対策本部の要員を全社対策本部室に招集し、全社対策本部を設置する。 

青森地域共生本社代表は、社長からの第１次緊急時態勢発令を受け、要員を招集

し全社対策本部青森班を青森地域共生本社内に設置する。 

東京支社長は、社長からの第１次緊急時態勢発令を受け、要員を招集し全社対策

本部東京班を東京支社内に設置する。 

ｃ．社長は、第１次緊急時態勢発令後は全社対策本部長となり、緊急時対策活動を掌握

してその職務を遂行するとともに、必要に応じ全社活動方針を示す。 

ｄ．全社対策本部は、社外連絡等の緊急時対策活動を実施するとともに事業所において

実施される緊急時対策活動を支援する。 

ｅ．社長が事故その他の理由によって不在の場合は、あらかじめ指名された役員が緊急

時に係る職務を代行する。 

役職名の変更による

読み替え 

組織名称の変更によ

る読み替え 
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現 行 読み替え後 理 由 

役職名の変更による

読み替え 
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現 行 読み替え後 理 由 

役職名の変更による

読み替え 
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現 行 読み替え後 理 由 

役職名の変更による

読み替え 


